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２－２ 契約をやめられるとき
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けいやく
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契約が成立すると・・

お互いに契約内容を守る義務

一方的にやめることはできない

け い や く せ い り つ

た が け い や く な い よ う ま も ぎ む

い っ ぽ う て き
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契約をやめられる
場合もあります

どんなとき？

と け

取り消し

かい やく

解 約

けい やく

ば あい
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う て か て たが けい やく

売り手と買い手がお互いに契約を
き

やめると決めたとき
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相手が約束を守らない
（契約違反があった）とき

あ い て やく そく まも

け い や く い は ん
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け
っ
こ
ん
し
き
と
う
じ
つ



だまされたり、脅されたりして
契約したとき

おど

け い や く
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商品が最初からこわれていたとき
しょうひん さ い しょ
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せつ めい しん けいやく

うその説明を信じて契約してしまった
とき
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ふ り い

不利になることを言われなかったとき

よ なが

良い眺めでしょう
まえ

（そのうち前に
こう そう

高層マンション
た

建っちゃうけど）
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ね あ い

かならず値上がりすると言われたとき

かく じつ

確実にもうかり
ます
ほん とう かく じつ

（本当は確実
かどうかわから
ないけど…）
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ねが かえ

お願いしても帰ってくれないとき

か

買わない

から、
かえ

帰って！
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かえ い

「帰りたい」と言っても
みせ かえ かん ゆう

店から帰らせてくれず勧誘されたとき
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けいやく

契約したくない
かえ

帰りたい！



ふあん けいやく

不安にさせて契約させたとき

このままだと
しゅうしょく

就職できないよ！
こう ざ う

講座受けて！
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すき おも けいやく

好きと思わせて契約させたとき
ぼく

僕がデザイン

したジュエリー
か

買って！
か

買ってくれないと
あ

もう会えないよ。
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はんだんりょく ていか ひと ふ あん

判断力が低下した人を不安にさせて
けいやく

契約させたとき

けんこう しょくひん

この健康食品を
か

買わないと、もっと
じびょう わる

持病が悪くなるよ
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れいてき こわ けいやく

霊的なことで怖がらせて契約させたとき

すいしょう か

水晶を買わ
けっこん

ないと結婚

できない
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もの か

とてもたくさん物を買わされてしまったとき
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けいやく まえ ことわ

契約前にしたことで断れないようにしたとき

もの ほ さお

物干し竿は
きゃく さま きぼう

お客様の希望
なが あ

の長さに合わ
き

せて切った
か

ので、買って

ください
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み せい ねん しゃ ほ ご しゃ どう い けい やく

未成年者（こども）が保護者の同意なく契約したとき
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き かん ない

クーリング・オフ期間内に
けいやく しょ めん つた

契約をやめると書面で伝えたとき
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「クーリング・オフ」とは
とつぜん けいやく ばあい

突然、すすめられて契約した場合
あたま ひ

頭を冷やして
けい やく つづ かんが

契約を続けるか、やめるかよく考え、
いっ てい き かん ない つう ち おく

一定の期間内にやめたいと通知を送れば
いっ ぽう てき けい やく せい ど

一方的に契約をやめることができる制度
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クーリング・オフができるのは
ほう もん はん ばい

・訪問販売
でん わ かん ゆう はん ばい

・電話勧誘販売など
ちゅうい じぶん みせ い か ばあい

注意）自分からお店に行って買った場合や、
つう はん たいしょうがい けいやく

インターネット通販など対象外の契約があります。
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けい やく せいりつ

いったん契約が成立すると・・

けいやく こま

契約して困ったときは
しん らい ひと そう だん

信頼できる人に相談しよう！

かいやく あいて はな あ ひつよう

解約するには相手と話し合いする必要があり、
かんたん かいやく

簡単には解約できない。
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24
消費者庁イラスト集より

こま

『どうしよう！』 困ったときは
しょうひ せいかつ そうだん

消費生活センターに相談しよう

ぐん ま けん しょう ひ せいかつ

群馬県消費生活センター
☎０２７－２２３－３００１

○月～金曜日：９時～１６時３０分（電話・来所）※来所は予約制
○土曜日：９時～１２時／１３時～１６時３０分（電話のみ）

群馬県消費生活センター
（群馬県庁昭和庁舎１階）



①3頁 「契約をやめられる場合」

契約には法的拘束力があり、いったん成立すると一方的に止めることが出来ません。しかし、
状況によっては「契約の取り消し」や「解約」ができる場合があります。自己判断で諦めず、消
費生活センターに相談することも大切です。
「契約を取り消す」と、契約は初めからなかったことになります。受け取った商品が手元に
残っていればそれを返し、使ってしまって残っていない場合には返す必要がありません。

2-2 契約をやめられるとき

②4頁 「お互いに契約をやめると決めたとき」

契約当事者間の合意により契約を解除。

④6頁 「だまされたり、脅されたりして契約したとき」

詐欺や脅迫による契約取消（民法96条）。

③5頁 「相手が契約を守らない（契約違反があった）とき」

債務不履行による契約解除（民法542条1項4号）。

⑤7頁 「商品が最初からこわれていたとき」

契約不適合責任（民法562条）商品が最初から壊れていた場合、修理や交換などを求
めたにもかかわらず、売主が対応しない場合、契約を解除することができる。

⑥8頁 「うその説明を信じて契約してしまったとき」

重要事項について事実と異なることを告げた（不実告知）（消費者契約法4条1項1号）。 25



⑦9頁 「不利になることを言われなかったとき」

消費者の利益になる旨を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意に
告げなかった、重大な過失によって告げなかった（不利益事実の不告知）（消費者契約
法4条2項）。

⑧10頁 「かならず値上がりすると言われたとき」

将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた（断定的判断の提
供）（消費者契約法4条1項2号）。

⑨11頁 「お願いしても帰ってくれないとき」

退去するように告げたのに事業者が退去しなかった（不退去）（消費者契約法4条3項1
号）。

⑩12頁 「帰りたいと言っても店から帰らせてくれず勧誘されたとき」

消費者の退去を事業者が妨害した（退去妨害）（消費者契約法4条3項2号）。

⑪13頁 「不安にさせて契約させたとき」

社会生活上の経験の乏しい消費者の抱いている不安をあおって、契約が必要と告げ
た（不安をあおる告知）（消費者契約法4条3項3号）。

⑫14頁 「好きと思わせて契約させたとき」

消費者が抱いている恋愛感情等につけ込んだ（デート商法等・好意の感情の不当な
利用）（消費者契約法4条3項4号）。

⑬15頁 「判断力が低下した人を不安にさせて契約させたとき」

判断力が低下した高齢者等の不安をあおる（判断力の低下の不当な利用）（消費者
契約法4条3項５号）。 26



⑭16頁 「霊的なことで怖がらせて契約させたとき」

霊感等の特別な能力により、消費者の不安をあおり、契約すれば不安が解決すると言
われた（霊感等による見地を用いた告知・霊感商法等）（消費者契約法4条3項6号）。

⑮17頁 「とてもたくさん物を買わされてしまったとき」

消費者にとって通常の分量を著しく超えることを知りながら、消費者を勧誘し、契約さ
せた（過量契約）（消費者契約法4条4項）。

⑯18頁 「契約前にしたことで断れないようにしたとき」

契約を結ぶ前に行ったことを理由に、強引に代金を請求された（契約締結前に債務
内容を実施等）（消費者契約法4条3項7号）。

⑰19頁 「未成年者（こども）が保護者の同意なく契約したとき」

社会経験の少ない若者を悪質商法などから保護するために、未成年者の契約は法定
代理人（保護者）の同意が必要であり、法定代理人の同意を得ずにした契約は取り消
すことが出来る（民法5条1項、2項）。

⑱20頁 「クーリング・オフ期間内に契約をやめると書面で伝えたとき」

訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引などで慎重に考える時間の無いまま契約し
てしまった場合、一定期間内に証拠の残る方法で通知を送れば、無条件で申込の撤回
や、契約の解除が出来る。

27


